
【別紙①】 

医療機関（病院、診療所（医科・歯科））R2.7.４vol2 

 

 

支援金給付対象判定フローチャート 

【医療機関（病院、診療所（医科・歯科））の補助金対象判定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金額の判定】 

 

 

 

 

 

 

 

保険医療機関ですか。 

（保険適応の診療がありますか。） 

 

令和２年４月１日以降も開院、開所していますか。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を行っていますか。 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金支給対象です。 

病院ですか。診療所ですか。 

（※ベッド数２０床以上が病院です） 

医療機関・薬局等における感染拡大

防止等支援事業の補助金支給 

対象ではありません 

※薬局なら別紙②へ 

訪問看護ステーションなら別紙③へ 

助産所なら別紙④へ 

補助金額の上限は、病床数の数に

５万円を乗じた金額に２００万円

を足した額になります。 

（病床数×５万円＋２００万円） 

（病院） 

診療所は有床診療所ですか。 

（※有床診療所とは入院のためのベッド

を備えた診療所です。） 

補助金額の上限は、２００万円に

なります。（有床診療所） 

補助金額の上限は、１００万円に

なります。（無床診療所） 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

診療所 

いいえ 

はい 

病院 

いいえ 

救急・周産期・小児医療機関に対する支援金は受けていませんか。 

はい 

いいえ 


